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第１章 公開情報による調査 
 

１. 住宅確保要配慮者の対象者数 

１-１ 属性別世帯数 

（１）住宅確保要配慮者の範囲 

・ 2017 年（H29）に改正された「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」

（以下、改正住宅セーフティネット法）において、住宅確保要配慮者の範囲は下記の通り定めら

れている。 

・ 住宅確保要配慮者の対象となるすべての属性の実態を把握することは難しいことから、本調査に

おいては「低所得者」「高齢者」「障がい者」「子供を養育している者」および「生活保護受給者」

を対象とし、公開情報をもとにその実態を把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）住宅確保要配慮者の数 

・ 平成 30 年の住宅土地統計調査によると、全世帯数は 5,400 万世帯で、平成 20 年対比で+8.1%。 

・ それに対して住宅確保要配慮者を属性別に見ると、 

- 世帯年収 300 万円未満の低所得者世帯数は 1,839 万世帯（世帯数シェアは 34.1%）で、伸

び率は+14.0%（平成 20 年比）。 

- 高齢者世帯数は 1,289 万世帯（世帯数シェアは 23.9%）で、伸び率は+39.4%と高い。その

うち単身者世帯は、638 万世帯で伸び率は+54.2%に上る（平成 20 年比）。 

- 障がい者は人数ベースで 593 万人で、伸び率は+16.0%（平成 23 年比）。 

- 子どもを養育している世帯は 1,898 万世帯（世帯数シェアは 35.2%）で、伸び率はマイナ

スとなり、△3.9%（平成 25 年比）。そのうち、母子世帯は 65 万世帯で、伸び率は△14.4%

（平成 22 年比）。 

- 生活保護世帯は 164 万世帯で、伸び率は+42.5%（平成 20 年比）と高い伸びを示した。そ

のうち、高齢者世帯は 90 万世帯と約半数を占め（生活保護世帯に占めるシェア 54.9%）、

伸び率は+72.6%。母子世帯の伸び率は△19.0%。障がい者・傷病者世帯の伸び率は△0.6%。

中でも最も伸び率が高かったのは、上記のカテゴリーに属さない「その他世帯」。世帯数

は 25 万世帯で、伸び率は+101.6% 
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・ 住宅確保要配慮者の世帯数（障がい者は人数）の動向を見ると、少子高齢化の状況をそのまま反映し、

高齢者世帯（特に単身高齢者世帯）が増加し、子ども養育世帯（及び母子世帯）が減少という傾向が見

られた。加えて、生活保護世帯の中で「その他世帯」が急増したことが特筆すべき点だった。 

 

 
最新統計の

世帯数・⼈数
前回統計（H25前後）の

世帯数・⼈数
前々回統計（H20前後）

の世帯数・⼈数 出典

（参考）総数 - 54,001千世帯 52,453千世帯 49,973千世帯(H20) 8.1% ①
世帯年収300万未満 18,391千世帯 18,727千世帯(H25) 16,129千世帯(H20) 14.0% ①

世帯年収300万以上〜400万未満 7,670千世帯 7,668千世帯(H25) 7,051千世帯(H20) 8.8% ①
⾼齢者世帯 12,891千世帯 11,394千世帯(H25) 9,249千世帯(H20) 39.4% ①

65歳以上の単⾝世帯 6,381千世帯 5,519千世帯(H25) 4,138千世帯(H20) 54.2% ①
総数 5,932千⼈ 5,112千⼈(H23) N/A *3 16.0% ③

⾝体障害者⼿帳所持者 4,287千⼈ 3,864千⼈(H23) 3,576千⼈(H18) 11.0% ③
療育⼿帳所持者 962千⼈ 622千⼈(H23) 419千⼈(H17) 54.7% ③

精神障害者保健福祉⼿帳所持者 841千⼈ 568千⼈(H23) N/A *3 48.2% ③
⼦供のいる世帯 18,976千世帯 19,737千世帯(H25) 21,044千世帯(H20)*4 -3.9% ①

(住宅⼟地統計調査による*1)⺟⼦世帯 2,557千世帯 2,501千世帯(H25) 3,143千世帯(H20)*4 2.2% ①
(国勢調査による*2)⺟⼦世帯 647千世帯 755千世帯(H27) 756千世帯(H22) -14.4% H22⽐ ②

総数 1,637千世帯 1,592千世帯（H25） 1,149千世帯(H20) 42.5% ④
⾼齢者世帯 904千世帯 720千世帯(H25) 524千世帯(H20) 72.6% ④

⺟⼦世帯 76千世帯 112千世帯(H25) 93千世帯(H20) -19.0% ④
障碍者・傷病者世帯計 405千世帯 465千世帯(H25) 407千世帯(H20) -0.6% ④

その他世帯 245千世帯 288千世帯(H25) 122千世帯(H20) 101.6% ④

世帯類型

⼦供を養育している者

被⽣活保護者　⇒③で詳述

*1︓「⼥親＋⼦供」世帯のうち⼥親が家計を主に⽀える世帯
*2︓未婚、死別⼜は離別の⼥親と、その未婚の20歳未満の⼦供のみから成る⼀般世帯（他の世帯員がいないもの）
*3︓H17/H18調査（『⾝体障害児・者等実態調査』）では精神障がい者保健福祉⼿帳保持者を調査・算⼊していないためN/Aとした
*4︓H25調査では家計を⽀える者が親・⼦のいずれか区別がされているが、H20調査では区別がないため、世帯数が⼤きく出ている

低所得者（政令⽉収15万8千円以下の者）

⾼齢者

障がい者

増減率（％）

H23⽐

H20⽐

H25⽐

H20⽐

 
図表 1-1 公開統計情報からみた住宅確保要配慮者の世帯数・人数 

 

（補足）調査対象の設定について 

（１）低所得者 

・ 改正住宅セーフティネット法による低所得者の定義は「政令月収 15 万 8 千円以下の者」となっ

ている。年収への換算にあたっては世帯年収における控除額を考慮することから、同居者又は扶

養親族の人数に応じて額が異なる（下表）。 

・ 本調査では単身者および「二人世帯の年収-月収換算を参考に「世帯年収 300 万未満」の世帯を

「低所得者世帯」として設定する。 

 
図表 1-2 政令月収の年収（月収）換算表 
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図表 1-3 年収階級別普通世帯数 

 

（２）子供を養育している者 

・ 改正住宅セーフティネット法の定義によると、住宅確保要配慮者における「子供を養育している

者」とは、高校生までの子どもを養育する世帯を対象としている。 

・ 住宅・土地統計調査（以下、住調）からは下表に示す区分を合算して「子供のいる世帯」の世帯

数を把握する。ただし住調では子供の年齢を把握できないことから、養育が必要な年齢にあるか

どうかは明らかでない。 

・ 一方で国勢調査においては「母子世帯」＝「女親＋20 歳未満の未婚の子どもの世帯」と定義し

て集計しており、改正住宅セーフティネット法の「子供を養育している者」（上記）と類似した

定義となっている。 

 従って、母子世帯については国勢調査をもとに集計を行う。 

 

 

  図表 1-4 「子供のいる世帯」の対象とする区分 
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１-２ 属性別×居住形態別にみた世帯数 

（１）属性別にみた居住形態の割合 

 全国の持家比率は 62.9%だが、低所得者世帯は 55.9%で、全体の比率より 7p 下回る。 

 高齢者世帯の持家率は 76.8%だが、単身高齢者は 66.4%で、10ｐ下回る。高齢者世帯の 22.7%

の約 300 万世帯が賃貸住宅（民間+公営）に住んでおり、持家世帯が原則生活保護の受給対

象外ということを考えると、高齢者の生活保護世帯は 90 万世帯なので（図表 1-1）、賃貸

住宅に住む高齢者の約 3 割が生活保護受給者ということになる。 

 また、子どもを養育している世帯は 76.0%が持家だが、母子家庭になるとその比率は 28.7%

と、約 1/3 まで減少する。 

 

 
図表 1-5 住宅確保要配慮者の属性別にみた居住形態 
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（参考）居住水準と年収の現状 

 

図表 1-6 低所得者の居住状況（居住水準と年収の現状） 

 

（参考）障がい者全体のうち在宅・施設入所の割合 

 

図表 1-7 在宅・施設別・年齢別 障害者数 
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１-３  地域別×属性別×居住形態別にみた世帯数 

（１）住宅確保要配慮者の属性別・地域別にみた居住形態ごとの世帯数 

・ ３大都市圏と地方圏の傾向を把握するため、便宜上「東京都」「愛知県」「大阪府」「その他 44 道

府県」の 4 地域区分において属性別・居住形態別に集計を行った。 

・ 低所得者世帯の持家比率は、3 都府県（世帯数シェア 23.6%）が 42.1%に対し、44 道府県は 59.4％。 

・ 高齢者世帯の持家比率は、3 都府県（世帯数シェア 23.5%）が 65.8%に対し、44 道府県は 80.2％。 

・ 単身高齢者世帯の持家比率は、3都府県（世帯数シェア25.9%）が54.9%に対し、44道府県は70.4％。 

・ このように、高齢者が大きな比重を占める低所得者世帯は大都市圏に多く存在し、しかも地方よ

り賃貸住宅の居住比率が高い。 

 

図表 1-8 住宅確保要配慮者の属性別・地域別にみた居住形態ごとの世帯数  

 

（２）地域別・属性別にみた居住形態の割合 

・ 低所得者世帯における民営借家の割合は東京都（47.3%)においてとくに高く、低所得者世帯の

住宅確保が大都市においてとくに困難となっていることが示唆される。 

・ 単身高齢者世帯の民間借家の割合は、44 道府県（19.4%）よりも３大都市圏（30%前後）で高い。 

・ 生活保護受給世帯は他の属性よりも民間借家比率が約 5～6 割と、非常に高い。 

・ 世帯全体では東京都は大阪府より民間借家の比率が高いが、生活保護受給世帯では、大阪府の

方が民間借家の比率が高くなる。 
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図表 1-9  地域別・属性別にみた居住形態の割合 

 

 

図表 1-10 地域別・属性別にみた居住形態の割合(3 道府県⇔44 道府県の比較） 
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２. 国の制度の実態 

２-１ 公営住宅の状況 

（１）公営住宅等の管理戸数 

・ H28 年度時点において全国の公営住宅の管理戸数は約 216 万戸となっている。 

・ その他の公的な住宅としては「UR 賃貸住宅」が最も多く約 74 万戸。 

 

図表 2-1 公的賃貸住宅等の概要と管理戸数 

 

（２）公営住宅の管理戸数の推移 

・ 公営住宅の管理戸数は平成 19 年（218 万戸）から平成 26 年（216 万戸）まで微減傾向。 

・ 総住戸数に対する公営住宅戸数の割合は近畿圏が最も高く 4.4%。 

・ また３大都市圏（17 都府県）の合計戸数は約 119.4 万戸と、全国の半数以上を占める。 

 

図表 2-2 公営住宅管理戸数の推移      
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・  図表 2-3 ３大都市圏における総住戸数に対する公営賃貸住宅の戸数 

（H30 時点 / 兵庫県のみ R2 時点） 
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（３）（参考）都道府県別公営住宅戸数および戸数割合 

図表 2-4 都道府県別公営住宅戸数および戸数割合 
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（４）地域別の公営住宅の応募倍率 

・ 公営住宅の倍率は、全国の傾向としては平成 18 年度ごろをピークにおおむね微減傾向だが、

依然として高い水準で推移している。 

・ 平成 26年度時点の倍率は、全国が 5.8倍であるのに対し、東京都が 22.8 倍（東京圏 15.5 倍）、

大阪府が 10.5 倍（大阪圏 8.8 倍）と、東京圏・大阪圏の都市部においてより高い応募倍率と

なっていることが窺える。 

 

 
図表 2-5 公営住宅の応募倍率の推移 

 

（５）公営住宅の入居収入基準 

・ 公営住宅の入居における収入基準については、国が定める下表の基準をもとに、自治体が条

例によって設定する。 

・ 原則「政令月収 15.8 万円（収入分位 25％）」（＝参酌基準）～上限「25.9 万円（収入分位

50％）」の間で設定。 
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図表 2-6 公営住宅の入居基準  

 

（６）公営住宅の入居世帯の収入区分の推移 

・ 公営住宅の居住者のうち、「月収 10.4 万以下」が 8割弱を占めている。 

・ さらに、所得が低い世帯の割合は近年増加傾向にあり、低所得化が進んでいる。 

 

図表 2-7 公営住宅の入居世帯の収入区分の推移 
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（７）公営住宅入居に保証人を求める割合 

・ 入居倍率と共に、公営住宅の入居にあたって障害になる条件として“保証人を求められる”

ことが挙げられる。保証人廃止の方向で検討している自治体は増えているものの、保証人を

求めない物件は、全体の 55.9%と半数を超えた程度。 

・ 保証人を求める場合でも、入居者の条件によって「免除する場合がある」が 36.4%だが、「免

除することはない」が 7.7%を占めていることから、保証人を確保できない住宅確保要配慮者

は入居可能な物件が限定されることがわかる。 

 

 
図表 2-8 公営住宅入居に保証人を求める割合 

 

（８）参考（１）東京都の事例：都営住宅の状況 

・ 東京都の公営住宅応募倍率は全国で最も高水準（cf.p.15）。なかでも単身者向け募集の応募

倍率が際立って高く、平成 20～25 年度において 50 倍を超える水準が続いている。 

・ H25 年度の「単身者向け募集」の戸数は 434 戸と、全体の約 7.3％に留まっている。 
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図表 2-9 都営住宅の応募状況（期限付き入居の募集除く） 

 

（９）参考（２）東京都の事例：都営住宅の入居基準 

・ 「特例（高齢者・障害者世帯等）」の収入基準は月収 21.4 万円と、収入分位 50%未満に収ま

る金額となっている。 

・ 2019 年９月東京都営住宅条例改正により連帯保証人の規定を廃止している。 

・ 募集は抽選方式のほか、住宅困窮度を点数化し困窮度が高い世帯を優先するポイント方式を

導入している（福岡市、新潟市ほか他自治体においても採用）。 

図表 2-10 都営住宅の入居基準 
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２-２ 新セーフティネット住宅制度の課題 

（１）セーフティネット住宅の登録・募集状況 

・ 平成２９年、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律が改正され（改

正住宅セーフティネット法）、①住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度②

登録住宅の改修・入居への経済的支援③マッチング・入居支援を柱にした施策が実行される

ようになったが、それぞれの実施状況を確認してみる。 

・ まず、「セーフティネット住宅情報提供システム」に 2022 年 4 月の時点で掲載されている物

件の状況を調べた。尚、地方圏のサンプルとして、公的施策の充実度（①セーフティネット

住宅に係る補助事業を複数都市で実施しているか、②居住支援法人が一定数あるか）をもと

に兵庫県・山形県・秋田県・島根県の 4県を抽出した。 

・ その結果、まず、登録戸数に対する募集戸数の割合は、全国で 1.61%と非常に少ないことが挙

げられる。 

 

 
図表 2-11 セーフティネット住宅の登録・募集状況 

 

（２）三大都市圏における住宅扶助上限以内の物件数 

・ さらに、住宅扶助額の上限内に収まる賃料の物件数を調べてみると、東京都では、1 部屋タ

イプ で登録件数全体（37,112 件）の僅か 1%（395 件）、2部屋タイプで 4%、3 部屋タイプ

で 6％と、非常に少ない。このように、住宅扶助上限内の賃料の物件そのものが少ない点と、

1 部屋タイプが少ない点は他の府県でも同様の傾向が見られる。 

・ ただ、３都府県の中では、住宅扶助上限内の賃料の物件数の割合は、大阪が最も高いかった。 
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図表 2-12 三大都市圏における住宅扶助上限以内の物件数 

 

（３）地方圏における住宅扶助上限以内の物件数 

・ セーフティネット住宅に係る公的施策が比較的充実している兵庫県・山形県は、秋田県・島

根県と比較して住宅扶助上限以内の登録件数割合が高い。 

・ また、単身者用の１部屋タイプの上限以内の物件がほとんどないことは、どの県も共通して

いる。 

 

 

図表 2-13 地方圏における住宅扶助上限以内の物件数 
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（４）地方自治体の支援策実施の状況 

・ セーフティネット登録住宅に対する補助事業として、31団体が改修費、37団体が家賃低廉化、

25 団体が家賃債務保証料等低廉化を実施（令和 3年 9 月時点）。 

・ いずれかの取組を行っている地方公共団体は 9 都道府県および 44 市区町村と、全国的にみる

と取組が非常に少ない現状が窺える。 

 

 

図表 2-14 地方自治体の支援策実施の状況 
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（５）居住支援法人制度の状況 

・ 住宅確保要配慮者に対する居住支援の担い手として、改正住宅セーフティネット法によって

居住支援を行う法人を居住支援法人として都道府県が指定し、その活動に対し国から支援が

行われるようになった。 

・ 居住支援法人は令和 3年 12 月の時点で 484 法人が指定され、運営主体の法人属性別でみると

株式会社が最も多く（202 法人）、次いで NPO 法人（116 法人）、一般社団法人（70 法人）が

上位を占める。 

・ 都道府県別でみると大阪府が最も多く（83 法人）、次いで東京都（39 法人）、福岡県（35

法人）が上位を占める。 

・ 株式会社のうち約半数の 103 社が宅地建物取引業者の免許を有しており、入居支援をはじめ

有効な支援が期待される。 

 

 

 

図表 2-15 居住支援法人制度の指定状況 
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２-３ 借上げ公営住宅の状況 

（１）借り上げ公営住宅制度の概要 

・ 平成 8 年の公営住宅法改正により、従来の直接建設方式に加え、民間ストックを借上げて公営住

宅として供用する「借上公営住宅方式」が可能となった。災害時の住まい確保にも同様の手法が

活用されている。 

・ 全国の借上げ公営住宅管理戸数は 21,026 戸（令和元年度末時点）であり、公営住宅全体（216

万戸）における割合は約 1%程度。 

・ 図 2-20 によると、全国 18 の政令指定都市のうち、借上げ公営住宅制度を実施している都市は

10 市、その内、今後継続するかどうかを検討中の都市が 7 市、縮小の方針を出している市が 3

市と、決して積極的とはいえない状況だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-16 （参考）災害時の借上げ方式による住宅提供のスキームイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-17 都道府県別にみた借り上げ公営住宅管理戸数 

（２）借上げ公営住宅を募集している地方自治体の事例 

・ 地方自治体が、借上げ公営住宅制度に消極的な主な理由は、①直接建設方式が土地建物費用

の回収後は黒字転換が見込まれるのに対し、借上げ家賃が借上げ期間中発生し続ける点②借

上げ期間終了後、入居者に新たな公営住宅を斡旋しなくてはならないなどの制約がある点③

借上げ住宅が点在し、管理が煩雑になる点などが挙げられる。 

・  ①に関しては、国土交通省によると、直接建設方式と借り上げ方式の長期的な事業収支シミ

ュレーション（大都市部、家賃助成期間 20 年での比較）では、用地取得無しの場合は 9 年、

有りの場合は 18 年経つと直接建設方式が有利になるという試算が示されている。 

 

図表 2-18 公営住宅の供給方式別の戸当たり事業収支（累積）比較 
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（３）借上げ公営住宅を募集している地方自治体の事例 

・ 札幌市では借上市営住宅を 1,178 戸運営しているが、平成 23 年度以降は増設していない。 

・ 直接建設型よりも収支が厳しい点が課題視され、住宅マスタープラン（2018）において「借

上市営住宅の契約期間の満了に伴い、順次返還する」との対応方針が定められた。 

 

 

図表 2-19 近年の年度別管理戸数 
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（参考）政令市の借り上げ市営住宅供給の動向（H21 時点、札幌市調べ）  

 
図表 2-20 政令市の借り上げ市営住宅供給の動向（Ｈ21 時点） 
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（４）借上げ公営住宅活用促進に向けた国交省による施策 

・ 借上げ公営住宅の運営の課題に対して、2009 年 5 月に「既存民間住宅を活用した借上公営住

宅の供給の促進に関するガイドライン」が示された。それによると、借上げ公営住宅のメリ

ットとして、①多額の初期費用が不要 ②直接建設方式に比べ地域的な偏在の改善 ③需要

の変化に応じた柔軟な供給体制を挙げており、そのために定期借家契約の活用や管理業務の

民間への委託などの方策が示された。 

・ 公営住宅を利用する人は長期間居住する可能性が高いことから、契約満了時になってもその

契約を新たに物件の所有者に引き継げばよく、所有者は原状回復費用も不要となることから

安定した賃貸経営ができると考えられる。 

 

図表 2-21 既存民間住宅の借上げによる公営住宅の供給の促進 

 

２-４ 賃貸用等空き家の状況 

（１）賃貸用空き家の戸数 

・ 平成 30 年の住宅土地統計調査によると、全国で賃貸住宅のストック（居住世帯ありの借家

＋賃貸用住宅空き家）は 2,337 万戸あり、その内空き家は 431 万戸で、空き家率は 18.4%だ

った。さらに、その空き家の内、腐朽・破損なしの住宅は 352 万戸と、多くの賃貸住宅の空

き家がすぐにでも利用できる状態にある。高齢者や低所得者が民間賃貸住宅に住む比率の高

い（図表 1-10）3 大都市圏の中で、東京都は賃貸用住宅のストックが約 392 万戸あるのに対

し、賃貸用空き家が約 58 万戸あり（賃貸空き家率 14.8％）、そのうち腐朽・破損なしの賃

貸住宅の空き家は 51 万戸ある（賃貸用ストックに対して腐朽・破損のない賃貸空き家率

12.9%）。 

・ 同様に、愛知県の賃貸住宅のストックが 139 万戸に対し、賃貸空き家は 23 万戸あり（賃貸

空き家率 16.6％）、うち腐朽・破損なしの空き家は 18 万戸。大阪府の賃貸住宅のストック
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が 208 万戸に対し、賃貸空き家は 45 万戸あり（空き家率 21.8％）、腐朽・破損なしの空き

家は 35 万戸。これらの腐朽・破損なしの賃貸用の空き家が住宅確保要配慮者のための住宅

として利用されれば、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の確保と空き家問題の解消という

両方の課題が解決すると思われる。 

 

 
図表 2-22 賃貸用空き家の総数およびそのうち腐朽・破損のない空き家の数 

 

（２）借家ストックにおける賃貸空き家率 

・ 賃貸住宅の空き家で、腐朽・破損がない物件の比率は全国平均で 15.0%だが、特に関東圏や東海

圏の比率が高く（20%超）、東京都や愛知県については全国平均を下回る。 

 

 
図表 2-23 借家ストックにおける賃貸空き家率  
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３. 生活困窮者の実態 

３-１ 生活保護費予算の内訳と推移 

（１）生活保護費負担金（事業費ベース）実績額の推移 

・ 生活保護費負担金（事業費ベース）の総額は約 3.8 兆円で微増傾向。その内訳を見ると医療扶助

が最も多く、全体の約５割を占める。 

・ 住宅扶助費負担金が全体に占める割合は約 20 年間増加傾向であるが、R1 年度においては全体の

約 16.6%を占めるにすぎない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-1 生活保護費負担金（事業費ベース）実績額の推移 

 

（２）（参考）生活扶助費と住宅扶助費の内訳（モデルケース） 

 
図表 3-2  生活扶助費と住宅扶助費の内訳（モデルケース） 
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３-２ 生活保護受給世帯の内訳 

（１）生活保護受給人員の推移 

・ 被保護人員は 1990 年代半ばから 2010 年代半ばまでに倍以上に増加（とくに 2008 年リーマンショック後

は急増）し、その後 2013 年ごろからは微減傾向となっている。 

・ 1990 年代以降、住宅扶助人員は生活扶助人員とほぼ同水準で推移しており、被保護人員における住宅扶

助費の受給率が高いことが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-3 被保護実人員・保護の種類別扶助人員（１か月平均） 

 

（２）属性別にみた生活保護受給世帯の推移 

・ 生活保護受給世帯の内訳は、前述の通り単身高齢者と「その他世帯」の増加率が高い。 

・ 令和 3 年における、平成 20 年比の生活保護受給世帯数の伸び率を属性別に見ると、全体の増加

率が+42.4%であるのに対し、高齢者世帯と「その他世帯」の増加率は際立っており、前者は+73.5%、

後者は+103.3%だった。「その他世帯」の世帯数および割合は、世界金融危機（平成 20 年度）以

降増加が顕著となっている。 

・ また、母子家庭は△19.0%、障がい者・傷病者は△0.6%だった。 
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図表 3-4 属性別の保護世帯数と構成割合の推移 

 

（３）属性別にみた近年の生活保護受給世帯の推移 

・ 2016～2020 年度の生活保護受給世帯数はおおむね横ばいで推移している。 

・ 属性別にみると、高齢者が 90 万世帯（世帯数シェア 55.5%）と最も多く、その内、単身世帯は

83 万世帯で世帯シェアは 51.0%だった。 

・ 母子家庭は 8万世帯で世帯数シェア 4.6%、障がい者・傷病者は 40 万世帯で同 24.8%、その他世

帯は 25 万世帯で同 15.0%だった。 

・ 母子世帯は、全国の母子世帯64.7万世帯のうち約11.6％が生活保護を受給していることになる。 

 

図表 3-5  生活保護受給世帯の内訳と近年の推移 
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（４）地域別・属性別にみた生活保護受給世帯数 

・ 地域別に見ると、3 都府県の生活保護受給世帯数は 51.3 万世帯（東京都と大阪府合わせて 45.1

万世帯、シェアは 27.5%）で、その比率は 31.2%と、生活保護受給世帯の 3世帯に 1 世帯は 3都

府県に住んでいることになる。 

・ また、各属性別の 3 都府県の世帯数シェアは、高齢者世帯が 31.5％、母子世帯は 29.8%、障がい

者・傷病者世帯は 32.0%、その他世帯は 30.1%と、どの属性も同程度存在する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-6 地域別・属性別にみた生活保護受給世帯数 

 

（参考）級地別×年齢階級別×属性別にみた生活保護受給世帯数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-7  級地別・年齢階級別・属性別世帯数 
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（参考）級地別×年齢階級別×属性別にみた世帯の割合 

 

図表 3-8 級地別・年齢階級別・属性の割合 

 

（参考）市町村別級地指定状況（H28.4.1 時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-9 市町村別級地指定状況（H28.4.1 時点） 
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３-３ 生活保護受給世帯のコロナ前後の推移 

（１）近年の増減傾向 

・ コロナ前後で変化を見ると、生活保護受給世帯数の前年比伸び率は、コロナ前の 2019 年 12 月が

対前年比△0.1%だったのに対し、2021 年 12 月は+0.4%と増加している。 

・ さらに「その他世帯」を見ると、コロナ前が約△2%だったのに対し、直近の数字が+1.6%と、大

きく増加しており、実数も 24.3 万人から 25.1 万人と、約 0.8 万人増加している。 

 

 

図表 3-10 属性別生活保護受給世帯数の対前年同月伸び率の推移 

 

（２）『その他世帯』について 

・ 「その他世帯」が増加している要因としてコロナ禍による失業と休業の影響が考えられる。生活

保護受給世帯の内、実際に働いている世帯は 2019 年 12 月から翌年 6 月にかけて急速に減少し、

その後横ばいで推移している(図表 3-11)のに対し、働いていない世帯は 2020 年 3 月から 6月に

かけて急増し、それ以降も増加している（図表 3-12）。 

・ コロナ禍における失業および休業の影響を受けた世帯が生活保護受給に至り、「その他世帯」と

して増加していることが想定される。 
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図表 3-11 働いている世帯の世帯数         図表 3-12 働いていない世帯の世帯数  

 

（３）コロナ禍における生活保護受給世帯数の推移 

・ コロナ禍において 2019 年 3 月以降、生活保護受給世帯数は増加傾向となっており、直近（2021 年 12 月）

の伸び率は+0.4％と、高い水準を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-13 生活保護受給世帯数および対前年同月伸び率 
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（参考）コロナ禍における生活保護受給世帯数の推移（属性別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-14 属性別にみたコロナ禍の生活保護受給世帯数 

 

 

（参考）コロナ禍における生活保護受給人員数の推移（扶助費別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-15 扶助費別にみたコロナ禍の被保護人員数 
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（参考）年齢別にみた生活保護受給人員数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-16 年齢別にみた生活保護受給人員数の推移 

 

（４）10-20 代の生活保護受給人員数 

・ 年齢別の推移を見ると、若年層の生活保護受給者が増えており、20～29 歳の被保護人員は 2013

年から対前年比で減少し続けてきたが、2020 年にはプラスに転じた（+1.2%）。 

・ そこで、生活保護世帯の中でここ数年急増している「その他世帯」、特に 20 代の若年層の生活

困窮の実態を把握すべくアンケート調査を実施することにした（第２章アンケート調査）。 

 

図表 3-17  10-20 代被保護人員の推移 
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図表 3-18  10-20 代被保護人員の前年比増減率 

 

３-４住宅扶助費内の賃貸住宅募集物件比率 

（１）広告に掲載されている、住宅扶助費内の賃貸物件の数 

・ 不動産のポータルサイト SUUMO に掲載されている賃貸物件のうち、東京 23 区における住宅扶助

費（１人世帯）以内の物件数を調べた。 

・ 東京 23 区においての住宅扶助費（1 人世帯）53,700 円以下の物件数は全体で 4.9%（掲載物件数

987,775 件に対し 48､497 件）と非常に少なく、最も比率の高い江戸川区が 19.4%（1 部屋タイプ

の掲載物件 25,288 件に対し、4,898 件）で、最も低い港区は 56､116 件中 8件（0.0%）しかなか

った。 

・ 大阪 24 区でも同様に、住宅扶助費（1人世帯）39,000 円以下の物件数は全体で 9.2%（掲載物件

数 578,557 件に対し 53,193 件）と非常に少ない。最も高い東淀川区が 32.9%（1 部屋タイプの掲

載物件 33,631 件に対し、11,060 件）で、最も低い西区は 72,567 件中 956 件(1.3%)しかなかっ

た。 

・ このように、大都市では生活扶助費範囲内の賃貸物件を見つけようとしても確保しづらいのが実

態だ。 
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図表 3-19 東京 23 区における 1部屋タイプの suumo 掲載物件総数 

及び 賃料\53,700 以下の物件数・割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-20 大阪 24 区における 1部屋タイプの suumo 掲載物件総数 

及び 賃料\39,000 以下の物件数・割合 
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４. 海外における生活困窮者に対する補助制度 

・ 日本のように、社会扶助制度の一環として家賃補助などを行っている国もあるが、欧州では、住

宅手当を低所得世帯に対して最低水準の居住スペースを保証するための住宅政策の一環として

扱っている。そのため、有限の予算枠が設けられていない。 

・ アメリカでは、限定的であるものの民間賃貸について住宅バウチャーを発行している。 

・ 欧州やアメリカでは、住宅手当や住宅バウチャーが所得に対して家賃を支払い可能なレベルに引

き下げる社会保障として機能している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 4-1 諸外国における住宅手当の支出の有無 

 

 

・ 日本における住宅手当に該当する施策として①生活保護の一環としての住宅扶助、②離職・廃業

に伴う生活困窮者に対する住宅確保給付金、③セーフティネット住宅制度の一環としての家賃低

廉化・家賃債務保証料低廉化制度の３つが挙げられる。 

・ 欧州では、中所得者層を含む一般のものを対象としていることが多く、フランスやスウェーデン

の有子家庭向けの給付では所得制限が設けられていない。また、持家/借家双方を対象としてい

る。 

・ また、フランスやドイツでは、適切な床面積以上といった住居の適正性への担保策が住宅手当に

組み込まれている。 

・ さらに、イギリスでは資産調査を行い、かつ、本人ではなく住宅所有者が受給する仕組みをつく

ることで、対象者の絞り込みや適正な支給プロセスを組み立てている様子がうかがえる。 
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図表 4-2 欧州各国と日本の住宅手当制度の比較（概要） 

 

 

・ イギリス、フランス、オランダ、スウェーデンは、全世帯における受給率が 10%を超え、広い世

帯を住宅手当によって支援している。 

・ ただし、住宅手当の機能は各国で異なる。ジニ係数の高いイギリスにおいては社会扶助の給付レ

ベルが低いなか、住宅手当がアフォーダビリティ向上よりもセーフティネットとして機能してい

る。ただし、純所得が社会扶助費以上の場合、住宅手当は 65%の逓減率で急激に削減される。 

・ 一方で、ドイツ、スウェーデンなどは広範な階層を対象にアフォーダビリティの確保を目指して

おり、純所得の上昇とともにそれぞれ、21%、33%以下の逓減率で削減されるなど、各国では異な

る思想で住宅手当の設計がされている。 
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図表 4-3 欧米主要国の住宅手当の GDP 比の支出額（2003 年前後） 、 

受給率(2006 年) 、ジニ係数(2001 年) 

 

・ このように欧米の制度を見ると、日本のように社会扶助制度の一環として家賃補助を行っている

国は少なく、住宅扶助だけを独立させて住宅費給付や家賃補助を行っている場合が多い。若年層

の中には生活保護を申請すること自体を躊躇する人たちがいることや、財政負担の軽減を考える

と、住宅扶助費だけを切り出して支給するという方法も検討に値するであろう。 
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５. 総括 

以上の調査項目について、以下のとおり総括する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 住宅確保要配慮者・⽣活困窮者の内訳 

• ⾼齢化に伴い⾼齢者世帯の数が増えているが、それを上回るペースで⽣活保護を受給する⾼齢者世帯が増加。 

• ⾼齢の低所得所者は⼤都市圏に多く居住し、地⽅圏に⽐べ⺠間賃貸住宅の居住⽐率が⾼い。 

〇 コロナ禍以降の変化 

• コロナ禍以降は⾼齢者世帯・⺟⼦世帯・障がい者世帯以外の「その他世帯」の⽣活保護受給世帯が増加 

• とくに 20 代において増加していることが⽰唆され、若年層の貧困の実態について精査する必要がある。 

      → アンケート調査により実態を精査 

〇公的な制度の実態 

• 公営住宅については全国で⾼倍率が続いており、公営住宅以外の受け⽫が必要な状況が続いている。 

• セーフティネット住宅情報提供システムにおいては⼊居者を募集している空室物件が数％と⾮常に少なく、家賃につ

いても住宅扶助費上限以内の物件は⾮常に少ない。 

• セーフティネット登録住宅に対する家賃低廉化等の施策を⾏っている地⽅公共団体は全国でも限定的。 

• 居住⽀援法⼈は株式会社の形態を中⼼に増加しつつあり、うち約半数が宅地建物取引業者。 

〇⺠間賃貸ストックの実態 

• 都⼼における⺠間の賃貸物件は、住宅扶助費上限以内の物件数は少ない。 

• ⼤都市圏の賃貸住宅の空き家率は地⽅圏より低いが、腐朽・破損無しの⽐率が⾼く、絶対数が多い。 

→ 空き家の賃貸住宅を、住宅確保要配慮者向けの「借上げ公営住宅」として活⽤することを検討すべきで

はないか 
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第２章 アンケート調査 

０. 調査概要 

０-０  調査の目的・仮説 

〇調査の目的 

・ 居住支援の観点から現行住宅セーフティネット政策の課題点や、不動産流通業界としての支援の在り方

について検討を行うため、住宅確保が困難となっている層の現状やコロナ化を契機とした変化、現行

住宅セーフティネットの認知度・利用状況など、潜在的需要者（消費者）サイドの実態を把握する。 

・ より具体的には、生活保護やシェルターの対象となる消費者ではなく、一定の所得がある・労働が可能

等により「生活保護を受けるほどではないが住宅確保に課題がある消費者」に焦点を当て、そのニー

ズを明らかにすることで、公営住宅やセーフティネット住宅等の住宅セーフティネット政策が支援を

求める消費者に有効に訴求するためのあり方検討に役立てることを目指す。 

 

〇仮説 

・ コロナ禍を契機として生活困窮の切迫度が高まる中、とくに若者・現役世代の層において生活が困窮し

住宅確保が困難になっており、住宅確保要配慮者およびその潜在層が増加しているのではないか。 

・ 現法における住宅要配慮者の定義に当てはまらない潜在層に対しても、公的な支援が必要なのではない

か。 

・ また現状の住宅セーフティネット政策は、当該層に対して十分に情報周知・支援ができていないのでは

ないか。 

  

〇調査対象エリアの考え方 

・ コロナ禍による働き方への影響は、エッセンシャルワーカー、及び非正規社員など不安定な雇用形態が

集積する都市部（＝大消費地）で顕著な傾向がある。また大学も多く集積することから、アルバイト

先を失った学生なども想定される。従って都市部における住宅セーフティネットを機能させる必要性

は高いと考えられる。 

・ また、地方都市を含む多様な都市属性を考慮する場合、分析における生活困窮の所得水準の設定が複雑

になることから、本調査においては１地域に絞った調査を行う。 

・ 東京近辺の１都３県を対象エリアとし、このうち年収が一定水準より低く（400 万円未満）、賃貸住宅

に居住している世帯主を対象として設定する。 

 

０-１  調査概要 

〇調査方法 

・ WEB アンケート調査 

・ 本設問に先立ちスクリーニング調査を実施（約 70,000 サンプル） 

〇調査期間   2022 年 3 月 

〇対象者（本設問進出条件） 

・ 世帯主  

・ 東京 23 区、23 区以外の東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県 のいずれかに居住 
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・ 賃貸住宅居住者（公営住宅、UR 賃貸含む）  

・ 世帯年収 400 万円未満 

〇回収サンプル 

・エリア 5 区分（東京 23 区、23 区以外の東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県） 

       × 

・年齢 4区分（20-29 歳、30-39 歳、40-49 歳、 50-59 歳）                      

            × 

・男女 2区分（男性、女性） 

        

   計 40 区分にて割付（1 区分あたり 100 サンプル） ⇒  計 4,000 サンプル  

     ※ 各区分のサンプルがショートした場合、同エリアの前後の年齢のデータで補填 

〇集計方法 

・ 各エリア（5区分）における賃貸住宅居住者の男女比（2区分）×年齢構成比（4 区分）に応じてウ

ェイトバック処理  

※ 令和 2 年度国勢調査に基づく 

 

０-２ 調査の構成 
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１. アンケート対象者の属性 

１-１ 対象者全体の傾向 

・ アンケート対象者の属性に関して、全体の傾向は下記の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１-２ 年齢および子供有無による傾向 

・ 生活困窮度の傾向をみると、「年齢」および「子供の有無」との相関が高いことが見て取れる。 

・ 全体の傾向としては、年齢が高くなるほど、また子供のいない世帯よりは子を持つ世帯のほうが、

年収水準が低く、公営住宅入居率も高くなる傾向がみられる。 
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１-３ 学生・若年層について 

・ 20 代回答者の世帯年収は、正規雇用の約４割、非正規雇用の約 8割が年収 300 万円未満となっ

ている。また学生は 6割超が年収 100 万円未満だった。 

・ また、学生及び 20 代の社会人とともに、親族が他の道府県に住んでいる者の割合が高く、生活

に困窮した場合にサポーターとなる親族が近くにいない状況が窺える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１-４ 中高年層について 

・ 通常、年齢が上がるにつれて世帯年収も増えていくが、本調査では逆に低下し、50 代の 7 割超

(72.8%)が世帯年収 300 万円未満だった。 

・ その背景には、50 代は無職の比率が 20.2%と、全体に比べ（10.9%）高いことが挙げられる。 

・ そのようなこともあり、50 代は他の世代よりも公営住宅の居住比率が約 2 割弱（17.8%）と高い。 
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１-５ 子を持つ世帯について 

・ 子どものいる世帯は約２割（20.2%）が公営住宅に居住し、その比率は子どものいない世帯（5.5%）

に比べると 4倍近くになる。 
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（参考）ひとり親世帯 

・ 子どものいる世帯のうち約半数は「未婚」回答となっており、ひとり親世帯と考えられる。本調

査よりひとり親世帯、二親世帯を下記の通り定義・集計すると、年収水準にも違いがみられる。 

・ 二親世帯では、世帯年収 200 万円未満が 18.0％、200～300 万円未満が 24.1％であるのに対し、

ひとり親世帯では、200 万円未満が 41.2％、200～300 万円未満が 38.8％と低所得者の割合が高

くなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１-６ とくに困窮している消費者の分析 

・ 以上の結果から「学生・若年層」「中高年層」「子を持つ世帯」において生活が困窮しやすい

現状がみてとれる。 

・ 中高年層においては 40～59 歳にかけて高齢になるにつれ深刻度が増す傾向がある。 

・ 後段ではこれら３つの対象について、コロナ禍における困窮の実態、住み替え検討および支援の

状況について分析する。 
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１-７ 学生の世帯収入 

・ 学生の収入の内容は約5割が仕送りにより、次いで約3割がアルバイト、約15%が奨学金による。 

 

 

 

 

 

 

 

１-８ 世帯支出 

・ 支出のうち最も割合を占めるのは住居費（約 3 割）で、どの属性にもおおむね共通している。 

・ 次いで割合が高いのが食費（約 2 割）であるが、学生においてとくに割合が高く、約３割近くと

なっている。 

・ 貯金の割合は全体平均で 7.4%だが、学生は 5.5%、50 代は 4.9％、子供あり世帯は 5.0%と低くな

る。 
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２. コロナ禍による影響 

２-１ 世帯収入の変化 

（１）コロナ禍における変化 

・ コロナ禍によって収入が減少したと回答した割合は 23.0％。年齢が上がるにつれてその比率は

増え、20 代が 18.4％であるのに対し、40 代が 26.2%、50 代が 26.1％。 

・ また、子どもの有無で見ると、子どもなし世帯が 22.4％だったのに対し、子どもあり世帯が 27.4%。 

 

 

（２）減収の理由 

・ コロナ禍による収入減少の要因を見ると、全体では「ボーナスが減少した」「賃金の引き下げが

あった」と回答した割合が高かった。年齢別にみると、学生は「アルバイト先が見つからない」

（25.7%）「副業の収益が減少した」（19.2%）、20 代は「ボーナス（変給料）が減少した」（36.8%）

が多く、50 代になるとその要因はより複合的になっているようだ。 
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（３）減収を受けて起こした行動 

・ 収入が減少したことによってどのようなアクションを起こしたか、という質問に対し、「何も行

動していない」という回答が全体で 67.5％だった。 

・ 具体的にアクションを起こした人の内容を見ると、「同じ生活圏内で安い家賃の賃貸住宅に住み

替えた」と回答した比率は、年齢や子どもの有無にかかわらず 6～7%。 

・ 学生は比較的アクティブで「同一都道府県内へ住替え」や「実家へ戻った」、「行政の住宅支援

を活用」との回答が一定数みられた。一方、20 代はほとんど行動を起こさず、50 代、子どもあ

り世帯は「役所に補助制度について聞きに行った」との回答が一定数見られた。*1 
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（４）住み替えた際に困ったこと 

・ 全体では「希望家賃の物件が見つからない」「保証会社の審査が通らなかった」との回答が多か

った。 

・ 特に 20 代で「保証会社の審査が通らなかった」、50 代で「希望家賃の物件が見つからない」と

回答した比率が高かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 首都圏に住み続ける理由 

・ 収入が減少したにもかかわらず、相対的に家賃の高い首都圏に住み続ける理由は、学生は「通

学している学校があるから」が、社会人は「今の仕事を続けたい」が主な理由だった。それ

以外の要因としては、「交通利便性が高く、どこにいくのも便利だから」が共通に高く、地

方については「地方は仕事がなく、首都圏なら探せば見つかる」「地方より首都圏の方が給

料や時給が高い」との回答が多かった。また、子どもがいる世帯は「親族等が住んでいるか

ら」の回答も多かった。 
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３. 住替え検討の状況 

３-１ 住替え意向 

・ 住替えが決定・予定している割合は 2 割程度（22.4%）いるが、「住み替えたいと思っている

が住み替えが出来ない状況にいる」との回答も同程度あった（22.1%）。 

・ 住み替え決定・予定している割合は、学生は 5 割近くあり（47.2%）年齢が低いほどその割合

は高い（20 代 32.5%、30 代 21.3%、40 代 16.2%）。 

・ 子どもの有無で見ると「住み替えたいと思っているが住み替えが出来ない状況にいる」と回

答している割合は子どもありの世帯が 26.7%で、子どもなしの世帯より 5p 高い。 

・  

・ 

・  

３-２ 住替え先 

（１）住替え先（属性別） 

・ 回答者の 9 割以上は一都三県に引き続き住む意向。学生においてはそれ以外への住替え検討も目

立つ（25.4%）。 

・ 若年層および子供のいない世帯ほど 23 区を志向する傾向。 
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（２）住替え先（現在地×住替え先） 

・ 住み替え先としては、現在と同一エリア内がほとんどを占めるが、東京 23 区では他県を候補と

しているという回答が 15%程度あった。また、3 県から東京 23 区への住み替え意向は 1割前後あ

る。 

・ 同エリア内への住替え意向が６～８割を占め、特に東京 23 区（80.6%）、神奈川県（76.0%）に

おいて顕著。 

・ 東京 23 区以外の地域からの転出先については東京 23 区が最も希望が多く（1～2割）、一都三

県以外と回答した割合も１割前後ある。 
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（３）住替え先（属性×現在地×住替え先） 

・ 23 区から他エリアへの住替え意向は、20 代および 50 代において 2 割超とやや高く、うち 50 代

においては一都三県以外への住替え意向が 12.0%を占める。 

・ 子を持つ世帯において、23 区在住世帯は引き続き 23 区を指向する（80.9%）が、他エリアから

23 区への指向は 5%前後と割合が低い。 
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３-３ 希望家賃 

（１）住み替え先の家賃 

・ 住み替えする際の希望家賃は、学生は 5万円台までが半数強（55.1%）を占めるが、社会人では

年齢が上がるほど 5 万円台までを希望する比率が高くなる（20 代 29.2％、30 代 36.8％、40 代

51.2％、50 代 49.0%）。 

・ （参考）東京都１級地における住宅扶助費上限は単身世帯：53,700 円。 

 

 

（２）現在の家賃×住替え先の家賃 

・ 希望家賃は現家賃と同程度の住宅の住み替えが最も多いが、現家賃が9万円台の人は8万円台へ、

現家賃が 15 万円以上の人は 10～15 万円台への住み替えが最多となり、現家賃が高額な人は少し

低めの家賃を求めて住み替えを検討する割合が高い 
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３-４ 住替えの理由 

・ 住み替えの理由として高い項目は、全体では「今よりも広い住まいに住みたいから」「今よ

りも、キッチンやトイレ、バスなどの設備が良い家に住みたいから」「今よりも利便性の良

い場所に住みたいから」だった。 

・ 年齢別に特徴的な項目を挙げると 20 代が「今より広い家に住みたい」「今より利便性の良い

場所に住みたい」という項目が高く、50 代は利便性や設備機能の向上は求めつつ、「現在の

家賃を払い続けるのが難しい」との回答も高い（21.9%）。 

・ 同様に子どもありの世帯も「もっと広い家に住みたい」との回答は高いが、「現在の家賃を

払い続けるのが難しい」との回答も高い（21.6%）。 

・ このように、年齢が高い層や子どもありの人たちは住宅のスペックの改善に加え、経済的な

事情による住み替え意向も高い。 

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  
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（参考）ひとり親世帯の住替え意向 

・ ひとり親世帯の 25.1%が「現在の家賃等を払い続けることが難しい」との理由で住替えを検討し

ているのに対し、二人親世帯はその比率は 18.95 と 6p も高い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３-５ 住替えできない理由 
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・ 住み替えたいと思っているが住み替えができない状況にある理由で最も多い回答が「引っ越

し費用、敷金・礼金などまとまったお金が工面できない（53.4%）」「支払いできる家賃では

物件が見つからない（44.1%）」だった。これらは、年代、子どもの有無を問わず半数近くの

回答を占めた。 

・  

・  



 57

・  

４. 相談・支援の状況 

４-１ 住まいに関する相談相手 

（１）相談経験・相手 

・ 住まいの確保に関して相談した経験の有無と相談相手についての設問に対し、「親や親族に相談

した」と回答した割合は学生や 20 代に多く、それぞれ 48.4％、29.3%だった。 

・ それに対して、「誰にも相談していない」という比率は年齢が上がるほど高くなり、20 代が約 6

割（58.5%）だったのに対し、50 代が約 8 割（79.4%）だった。 

・ また、子どもありの世帯も「誰にも相談していない」という割合は約 7 割（68.4%）と高い。 

・ 一方、自治体や福祉事業者、不動産業者や弁護士などに相談したケースはほとんどなく、どの年

代もその比率は 5%未満だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）相談しなかった理由 

・ 「誰にも相談していない」という理由を聞くと、「相談相手がいなかった」「そこまで気が回ら

なかった」との回答が多く。前者は年齢が上がるほど、後者は下がるほどその比率は高くなった。

子どもありの世帯も「そこまで気が回らなかった」との回答が最多だった。 
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４-２ 公営住宅・公営借上げ住宅制度の利用経験・知名度 

・ 【公営住宅】仕組みについての認知度は全体で 61.7％。仕組み自体を知らなかったと回答し

た割合は、50 代が 23.7％（利用経験者 15.0%）に対し 20 代が 49.9％（利用経験者 4.3%）と、

年齢が低いほど高く、子どもあり（25.0%）の世帯は子どもなし（40.2%）の世帯より低かっ

た。また、相談に行かなかった理由で最も多かったのは、学生や 20 代は「そこに入居するほ

ど生活が苦しいと思っていない」という回答だが、50 代は「倍率が高く入居は無理だ」とあ

きらめてしまっているという回答が多い。また、子どもがいる世帯は「どこに相談していい

かわからなかった」が最多だった。 

・ 【公営借上げ住宅】仕組みについての認知度は全体で 31.1％。仕組み自体を知らなかった割

合は、どの世代もほぼ変わらず 7 割前後。公営住宅より戸数が少なく、実施自治体が少ない

ことも要因と考えられる。 

・  
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 60

 

４-３ 改正セーフティネット住宅制度の利用経験・知名度 

・ 仕組みについての認知度は、全体で 15.4%と非常に低く、年齢、子どもの有無に関わらずその

比率は低い。 

・ 相談を行わなかった理由として最も多かったのが、学生と 20 代は「そこに入居するほど生活

が苦しいと思っていない」というもので、50 代はそれに加えて「どこに相談していいかわか

らない」という比率が高く、子ども有り世帯もその回答の比率は高い。 

・  

 

 

４-４ 生活保護制度の利用経験・知名度 

・ 仕組みについての認知度は、全体で約 7割（69.2%）と制度の中では最も高く、利用経験者は

50 代が 14.2%、子ども有りの世帯が 8%と高く、学生や若年層も 3%程度存在する。 

・ 生活保護の相談を行わなかった理由は、どの世代も「制度を受けるほど生活が苦しいと思っ

ていない」との回答が最多だったが、「世間の目が気になるため」との回答が 20 代は 1 割近

く(9.6%)を締め、生活保護制度を使う事への抵抗感が大きいのではないかと推察される。 
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４-５ 住宅確保給付金制度の利用経験・知名度 

・ 仕組みについての認知度は全体で 28.6%で、学生がやや低い以外は、どの年代、子どもの有無関

わらず認知度は３割程度。利用したことがあるという比率は、20 代を除けば 3%前後。住宅確保

給付金を申請しなかった理由は、最も多いのが「制度を受けるほど生活が苦しいと思っていない」

で、次に多いのが「どこに相談していいのかわからなかったため」。 

・ また、「世間の目が気になるため」と回答した割合が 20 代は 1割近く（9.8%）あった。 
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４-６ 居住支援協議会の利用経験・知名度 

・ 改正セーフティネット住宅同様、仕組みについての認知度は全体で 17.0%と非常に低く、年齢、

子どもの有無に関わらずその比率は非常に低い。 

 

 

４-７ 公共の支援制度に希望すること 

・ 賃貸住宅に関する公共の支援制度として、どのようなことを希望するかという設問に対し「生

活保護以外でも、家賃の一部を補助する仕組みを充実してほしい」「引っ越し代や敷金・礼金

の一部を支援する仕組みを充実してほしい」と回答した割合が、どの年代も約半数を占める。 

・ また、50 代及び子ども有りの世帯にいては、「国や市町村が運営する賃貸住宅の数を増やして

欲しい」「市町村が一般の賃貸住宅を借り上げることで公営住宅のように抽選になることはな

く、いろいろな場所が選べて低廉な家賃で住めるようにしてほしい」といった公営住宅の充実

を求める回答が多い。 

・ さらに、50 代は「住まいに困った際の相談体制を充実してほしい」という回答も 3 割を超えた

（30.8%）。 
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４-８ 不動産会社に望むこと 

・ 賃貸住宅を借りるにあたって不動産会社に望むことは、どの年代も約半数が「低額物件の物件

情報を充実させて欲しい」と回答。また、「こちらの事情を勘案して親身になって相談に乗っ

て欲しい」「相談しやすい雰囲気づくり・店づくり」という回答も 4 割以上をを占めた。 
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５. 総括 

５-１ 総括 - 困窮の状況と課題 

・ 困窮の状況と課題について、下記の通り総括する。 
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５-２ 総括 – 求められる周知・支援の在り方 

・ 困窮の状況と課題について、下記の通り総括する。 
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（参考）正規雇用・非正規雇用の状況 

（１）世帯年収 

・ 会社員等のうち正規雇用・非正規雇用の年収水準には違いがみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）減収を受けて起こした行動 

・ 「役所に補助制度について聞きに行った」の割合は非正規雇用（8.4％）においてやや高い。cf:

正規雇用（4.1%） 
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（３）住替え意向 

・ 住替え意向は非正規雇用よりも正規雇用のほうがやや高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）住替えの理由 

・ 家賃負担を理由とする住み替え検討は、正規雇用（12.6%）よりも非正規雇用（16.7%）の方が多

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）世帯年収の変化・減収の理由 

・ 会社員等のうち非正規雇用は正規雇用よりもここ数年での減収が目立つ（正規：2.5 割、非正規：

3.5 割）。 

・ 正規雇用と比較すると、非正規雇用は「解雇」や「職がないこと（倒産を含む）」による減収が

多い。 
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（６）住替え先 

・ 正規雇用と比較すると、非正規雇用において、３県から東京都への住替え意向がやや低く、「23

区以外の東京都」から３県への住替え意向がやや高い傾向。 
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（７）住み替え先の家賃 

・ 非正規雇用は、現在より安い家賃を検討する割合が正規雇用よりもやや高い傾向。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）男女別の状況 

・ 本調査において性別による顕著な差異はほとんどみられない。ただし住替え意向において、女性

の方が希望家賃がやや高い傾向がみられた。また住み替えができない理由として「経済面」の理

由を挙げた割合も女性の方がやや高い傾向。 
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